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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】広視野角と狭視野角との切り替え性能に優れ、
かつ、優れた画質を有する液晶表示装置を提供する。
【解決手段】液晶表示装置１００は、液晶パネル１０と
、視野角制御手段６０と、プリズムシート２０と、導光
板３０とを視認側からこの順に備える。プリズムシート
２０は、視認側とは反対側に凸部を有する。視野角制御
手段は、光源５０からの光の透過状態を変化させて視野
角の広狭を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶パネルと、視野角制御手段と、プリズムシートと、導光板とを視認側からこの順に
備え、
　該プリズムシートが、視認側とは反対側に凸部を有し、
　該視野角制御手段が、光源からの光の透過状態を変化させて視野角の広狭を制御する、
　液晶表示装置。
【請求項２】
　前記導光板の視認側と反対側に、視感反射率が３０％以下である可視光吸収体をさらに
備える、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記液晶パネルと前記プリズムシートとの間に、反射型偏光子をさらに有する、請求項
１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記導光板が、背面側および視認側にプリズム形状が形成された導光板である、請求項
１から３のいずれかに記載の液晶表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、液晶表示装置は、視認者の位置が固定されずあらゆる角度から視認される場面（
例えば、電子広告、通常使用のテレビ、パソコン等）で用いられる場合、広視野角が求め
られる。広視野角の実現のため、拡散シート、プリズムシート、広視野角液晶パネル、広
視野角偏光板等を用いた様々な技術が検討されている。その一方で、視認者の位置が狭い
範囲に限定されている場合、のぞき見を防止するなどの目的から、狭い視野角での画像表
示が可能な液晶表示装置（例えば携帯電話、公共の場で用いるノートパソコン、現金自動
預け払い機、乗り物のシートモニター等に用いられる液晶表示装置）も求められている。
【０００３】
　視野角を狭める方法として、ルーバーフィルムを液晶表示装置の視認側面に配置する技
術が知られている（例えば、特許文献１）。ルーバーフィルムは、入射光の一部、特に入
射角の大きい光を遮断することにより、視野角を制御することができる。しかしながら、
ルーバーフィルムを液晶表示装置に用いると、モアレ、スジ、色相変化等が発生し、画質
が著しく低下するという問題がある。また、ルーバーフィルムは高価であるという問題が
ある。さらに、状況に応じて広視野角と狭視野角とを切り替えることができる液晶表示装
置が求められているところ、そのような切り替え性能にはさらなる改善が必要とされてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００９－５２８５６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところ
は、広視野角と狭視野角との切り替え性能に優れ、かつ、優れた画質を実現し得る液晶表
示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の液晶表示装置は、液晶パネルと、視野角制御手段と、プリズムシートと、導光
板とを視認側からこの順に備え、該プリズムシートが、視認側とは反対側に凸部を有し、
該視野角制御手段が、光源からの光の透過状態を変化させて視野角の広狭を制御する。
　１つの実施形態においては、上記液晶表示装置は、上記導光板の視認側と反対側に、視
感反射率が３０％以下である可視光吸収体をさらに備える。
　１つの実施形態においては、上記液晶表示装置は、上記液晶パネルと上記プリズムシー
トとの間に、反射型偏光子をさらに有する。
　１つの実施形態においては、上記導光板は、背面側および視認側にプリズム形状が形成
された導光板である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、視認側とは反対側（背面側）に凸となるプリズムシートと特定の視野
角制御手段とを備えることにより、広視野角と狭視野角との切り替え性能に優れ、かつ、
優れた画質を実現し得る液晶表示装置を提供することができる。より詳細には、背面側に
凸となるように配置されたプリズムシートは集光効果に優れるので、狭視野角に設定する
際には視野角を良好に狭めることができる。結果として、広視野角設定時と狭視野角設定
時との間で特性の差を大きくすることができるので、広視野角と狭視野角との切り替え性
能に優れた液晶表示装置を実現することができる。１つの実施形態においては、液晶表示
装置は、導光板とバクライトユニットとの間に可視光吸収体をさらに備えることにより、
狭視野角に設定する際に視野角をさらに良好に狭めることができる。その結果、広視野角
と狭視野角との切り替え性能にさらに優れた液晶表示装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の１つの実施形態による液晶表示装置の概略断面図である。
【図２】本発明の１つの実施形態による液晶表示装置において、出射面内の少なくとも１
つの方向における極角４０°の方向を説明する模式図である。
【図３】（ａ）および（ｂ）は本発明の１つの実施形態による液晶表示装置に用いられる
視野角制御手段を説明する概略断面図である。
【図４】本発明の１つの実施形態による液晶表示装置に用いられ得る反射型偏光子を説明
する概略斜視図である。
【図５】本発明の１つの実施形態による液晶表示装置に用いられるプリズムシートを説明
する概略斜視図である。
【図６】実施例１および参考例１の液晶表示装置における上下方向および左右方向の輝度
の極角依存性（規格化されたもの）を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明するが、本発明はこれらの実施形
態には限定されない。
【００１０】
Ａ．液晶表示装置の全体構成
　図１は、本発明の１つの実施形態による液晶表示装置の概略断面図である。液晶表示装
置１００は、液晶パネル１０と、視野角制御手段６０と、プリズムシート２０と、導光板
３０とを視認側からこの順に備える。液晶表示装置１００は、必要に応じて図示例のよう
に、反射型偏光子７０および／または可視光吸収体４０をさらに備えてもよい。なお、反
射偏光子７０と視野角制御手段６０とは、その配置順序が図示例と逆であってもよい。液
晶パネル１０は、代表的には、液晶セル１２と、該液晶セル１２の視認側に配置された視
認側偏光板１１と、該液晶セルの視認側とは反対側（背面側）に配置された背面側偏光板
１３とを備える。プリズムシート２０は、背面側に凸部を有する。１つの実施形態におい
ては、導光板３０および存在する場合には可視光吸収体４０は、バックライトユニットを
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構成する部材であり得る。実用的には、該バックライトユニットは、任意の適切なその他
の部材をさらに備え得る。例えば、該バックライトユニットは、光源５０をさらに備え得
る。本発明においては、好ましくは、側面に光源を備えるエッジライト方式のバックライ
トユニットが用いられる。液晶表示装置は、任意の適切なその他の部材をさらに備えてい
てもよい。
【００１１】
　本発明においては、視野角制御手段６０が、光源からの光の透過状態を変化させて視野
角の広狭を制御する。視野角制御手段の構成については、後述のＣ項で具体的に説明する
。狭視野角設定時には、背面側に凸部を有するプリズムシートが、入射光を集光する機能
を有し、視野角の狭い液晶表示装置を実現することができる。さらに、１つの実施形態に
おいては、従来の液晶表示装置（実質的にはバックライトユニット）に備えられる反射板
に代えて、可視光吸収体を配置することにより、上記プリズムシートの集光機能を高める
ことができる。その結果、非常に良好な狭視野角を実現することができ、かつ、狭視野角
設定時に従来の液晶表示装置よりも格段に優れた画質を実現することができる。このよう
な効果は、可視光吸収体を配置することにより、従来備えられる反射板においては顕著に
生じる反射が抑制されて、得られると考えられる。また、一般に、集光機能を有する光学
部材として、視認側に凸部を有するプリズムシートも知られているが、視認側に凸部を有
するプリズムシートと可視光吸収体を組み合わせても、該プリズムシートの集光機能を高
めることはできない。これは、視認側に凸部を有するプリズムシートは、導光板からの光
を背面側に反射しやすいため、出射光量の確保および集光機能発現のために、背面側に反
射された光を再反射させ得る反射板が不可欠であるためと考えられる。
【００１２】
　本発明の液晶表示装置は、狭視野角設定時には、出射面内の少なくとも１つの方向（例
えば、図２における方向Ａ）において、極角４０°（図２においては方向ｂ、ｂ’）にお
ける輝度が、正面方向（極角０°、図２においては方向ａ）の輝度に対して、５％以下で
あることが好ましく、３％以下であることがより好ましく、１％～３％であることが特に
好ましい。なお、出射光の極角４０°における輝度を上記範囲とすることが好ましい出射
面内の方向とは、視野角の低減を所望する方向であり、例えば、覗き見防止効果の発現を
所望する方向である。最大輝度の半値角（両側の和）は２０°未満であることが好ましい
。また、後述のようにプリズムシートが柱状の単位プリズムから構成される場合、該方向
は、単位プリズムの長手方向（稜線方向）に実質的に直交する方向であり得る。狭視野角
設定時の輝度がこのような範囲であれば、例えば、覗き見防止機能を有する液晶表示装置
として、好ましい視野角特性を有する液晶表示装置を得ることができる。一方、広視野角
設定時には、上記方向において、極角４０°における輝度が、正面方向の輝度に対して、
５％以上であることが好ましく、さらには、狭視野角設定時の２倍以上２０倍以下である
ことがより好ましい。また、最大輝度の半値角（両側の和）は２０°以上であることが好
ましい。広視野角設定時の輝度がこのような範囲であれば、覗き見等を考慮しなくてよい
状況において実用上許容可能な視認性および広視野角特性を確保することができる。狭視
野角設定時および広視野角設定時の輝度が上記のような範囲であれば、広視野角と狭視野
角との切り替え性能に優れた液晶表示装置を実現することができる。なお、本明細書にお
いて、極角とは液晶表示装置の法線方向（正面方向）と液晶表示装置からの出射光とのな
す角をいう。
【００１３】
Ｂ．液晶パネル
　上記液晶パネル１０は、代表的には、液晶セル１２と、該液晶セルの視認側に配置され
た視認側偏光板１１と、該液晶セルの背面側に配置された背面側偏光板１３とを備える。
視認側偏光板１１および背面側偏光板１３は、それぞれの吸収軸が実質的に直交または平
行となるようにして配置され得る。
【００１４】
Ｂ－１．液晶セル
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　液晶セル１２は、一対の基板１、１’と、当該基板間に挟持された表示媒体としての液
晶層２とを有する。一般的な構成においては、一方の基板に、カラーフィルター及びブラ
ックマトリクスが設けられており、他方の基板に、液晶の電気光学特性を制御するスイッ
チング素子と、このスイッチング素子にゲート信号を与える走査線及びソース信号を与え
る信号線と、画素電極及び対向電極とが設けられている。上記基板の間隔（セルギャップ
）は、スペーサー等によって制御できる。上記基板の液晶層と接する側には、例えば、ポ
リイミドからなる配向膜等を設けることができる。
【００１５】
　１つの実施形態においては、液晶層は、電界が存在しない状態でホモジニアス配列に配
向させた液晶分子を含む。このような液晶層（結果として、液晶セル）は、代表的には、
ｎｘ＞ｎｙ＝ｎｚの３次元屈折率を示す。なお、本明細書において、ｎｙ＝ｎｚとは、ｎ
ｙとｎｚが完全に同一である場合だけでなく、ｎｙとｎｚとが実質的に同一である場合も
包含する。このような３次元屈折率を示す液晶層を用いる駆動モードの代表例としては、
インプレーンスイッチング（ＩＰＳ）モード、フリンジフィールドスイッチング（ＦＦＳ
）モード等が挙げられる。なお、上記のＩＰＳモードは、Ｖ字型電極又はジグザグ電極等
を採用した、スーパー・インプレーンスイッチング（Ｓ－ＩＰＳ）モードや、アドバンス
ド・スーパー・インプレーンスイッチング（ＡＳ－ＩＰＳ）モードを包含する。また、上
記のＦＦＳモードは、Ｖ字型電極又はジグザグ電極等を採用した、アドバンスド・フリン
ジフィールドスイッチング（Ａ－ＦＦＳ）モードや、ウルトラ・フリンジフィールドスイ
ッチング（Ｕ－ＦＦＳ）モードを包含する。
【００１６】
　別の実施形態においては、液晶層は、電界が存在しない状態でホメオトロピック配列に
配向させた液晶分子を含む。このような液晶層（結果として、液晶セル）は、代表的には
、ｎｚ＞ｎｘ＝ｎｙの３次元屈折率を示す。電界が存在しない状態でホメオトロピック配
列に配向させた液晶分子を用いる駆動モードとしては、例えば、バーティカル・アライメ
ント（ＶＡ）モードが挙げられる。ＶＡモードは、マルチドメインＶＡ（ＭＶＡ）モード
を包含する。
【００１７】
Ｂ－２．偏光板
　偏光板は、代表的には、偏光子と、偏光子の両側に配置された保護層とを有する。偏光
子は、代表的には吸収型偏光子である。
【００１８】
　上記吸収型偏光子の波長５８９ｎｍの透過率（単体透過率ともいう）は、好ましくは４
１％以上であり、より好ましくは４２％以上である。なお、単体透過率の理論的な上限は
５０％である。また、偏光度は、好ましくは９９．５％～１００％であり、更に好ましく
は９９．９％～１００％である。上記の範囲であれば、液晶表示装置に用いた際に正面方
向のコントラストをより一層高くすることができる。
【００１９】
　上記偏光子としては、任意の適切な偏光子が用いられる。例えば、ポリビニルアルコー
ル系フィルム、部分ホルマール化ポリビニルアルコール系フィルム、エチレン・酢酸ビニ
ル共重合体系部分ケン化フィルム等の親水性高分子フィルムに、ヨウ素や二色性染料等の
二色性物質を吸着させて一軸延伸したもの、ポリビニルアルコールの脱水処理物やポリ塩
化ビニルの脱塩酸処理物等ポリエン系配向フィルム等が挙げられる。これらの中でも、ポ
リビニルアルコール系フィルムにヨウ素などの二色性物質を吸着させて一軸延伸した偏光
子が、偏光二色比が高く、特に好ましい。偏光子の厚みは、好ましくは、０．５μｍ～８
０μｍである。
【００２０】
　ポリビニルアルコール系フィルムにヨウ素を吸着させて一軸延伸した偏光子は、代表的
には、ポリビニルアルコールをヨウ素の水溶液に浸漬することによって染色し、元長の３
倍～７倍に延伸することで作製される。延伸は染色した後に行ってもよいし、染色しなが



(6) JP 2016-109994 A 2016.6.20

10

20

30

40

50

ら延伸してもよいし、延伸してから染色してもよい。延伸、染色以外にも、例えば、膨潤
、架橋、調整、水洗、乾燥等の処理が施されて作製される。
【００２１】
　上記保護層としては、任意の適切なフィルムが用いられる。このようなフィルムの主成
分となる材料の具体例としては、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）等のセルロース系樹
脂や、（メタ）アクリル系、ポリエステル系、ポリビニルアルコール系、ポリカーボネー
ト系、ポリアミド系、ポリイミド系、ポリエーテルスルホン系、ポリスルホン系、ポリス
チレン系、ポリノルボルネン系、ポリオレフィン系、アセテート系等の透明樹脂等が挙げ
られる。また、アクリル系、ウレタン系、アクリルウレタン系、エポキシ系、シリコーン
系等の熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂等も挙げられる。この他にも、例えば、シロ
キサン系ポリマー等のガラス質系ポリマーも挙げられる。また、特開２００１－３４３５
２９号公報（ＷＯ０１／３７００７）に記載のポリマーフィルムも使用できる。このフィ
ルムの材料としては、例えば、側鎖に置換または非置換のイミド基を有する熱可塑性樹脂
と、側鎖に置換または非置換のフェニル基ならびにニトリル基を有する熱可塑性樹脂を含
有する樹脂組成物が使用でき、例えば、イソブテンとＮ－メチルマレイミドからなる交互
共重合体と、アクリロニトリル・スチレン共重合体とを有する樹脂組成物が挙げられる。
上記ポリマーフィルムは、例えば、前記樹脂組成物の押出成形物であり得る。
【００２２】
Ｃ．視野角制御手段
　図３（ａ）は、本発明の１つの実施形態による液晶表示装置に用いられる視野角制御手
段の一例における広視野角設定時の状態を説明する概略断面図であり、図３（ｂ）は、当
該視野角制御手段における狭視野角設定時の状態を説明する概略断面図である。視野角制
御手段６０は、上（視認側）透明電極層６２ａおよび下（背面側）透明電極層６２ｂと、
これらの間に配置された透過状態可変層６４とを有する。透過状態可変層６４は、ポリマ
ーマトリックス６６と、ポリマーマトリックス６６に分散した液晶（代表的には、低分子
ネマチック液晶）６８とを含む。なお、図面は見やすくするために液晶６８をドメインと
して記載しているが、そのような境界は形成されてもよく、形成されなくてもよい。
【００２３】
　広視野角設定時には、視野角制御手段６０の電源（図示せず）をＯＦＦとすることによ
り、図３（ａ）に示すように液晶６８がポリマーマトリックス６６中でランダムな配向状
態をとる。したがって、光源から出射された光は、視野角制御手段６０を透過する際に液
晶によって散乱する。その結果、視野角は広くなり、斜め方向から見た場合でも輝度が高
い画像が得られる。
【００２４】
　狭視野角設定時には、視野角制御手段６０の電源をＯＮとして上透明電極層６２ａと下
透明電極層６２ｂとの間に所定の電圧を印加することにより、図３（ｂ）に示すように液
晶６８がポリマーマトリックス６６中で縦方向に揃った配向状態をとる。したがって、光
源から出射された光は、視野角制御手段６０をそのまま（集光状態を保ったまま）透過す
る。その結果、正面輝度が高くなり、かつ、視野角が狭くなる。
【００２５】
　上透明電極層６２ａと下透明電極層６２ｂとの間に印加する電圧を調整することにより
、液晶の配向状態（結果として、光源からの光の散乱状態）を変化させることができ、正
面輝度と視野角特性とを所望のバランスに調整することができる。
【００２６】
　なお、視野角制御手段は図示例に限られず、本発明の効果が得られる限りにおいて任意
の適切な構成が採用され得る。例えば、透過状態可変層は、低分子液晶のみで構成されて
もよく、高分子液晶のみで構成されてもよい。
【００２７】
Ｄ．反射型偏光子
　上記のとおり、液晶表示装置１００には反射型偏光子７０を配置してもよい。反射型偏
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光子７０は、例えば液晶パネル１０とプリズムシート２０との間、代表的には視野角制御
手段６０とプリズムシート２０との間に配置され得る。反射型偏光子７０は、特定の偏光
状態（偏光方向）の偏光を透過し、それ以外の偏光状態の光を反射する機能を有する。反
射型偏光子７０は、直線偏光分離型であってもよく、円偏光分離型であってもよい。以下
、一例として、直線偏光分離型の反射型偏光子について説明する。なお、円偏光分離型の
反射型偏光子としては、例えば、コレステリック液晶を固定化したフィルムとλ／４板と
の積層体が挙げられる。
【００２８】
　図４は、反射型偏光子の一例の概略斜視図である。反射型偏光子は、複屈折性を有する
層Ａと複屈折性を実質的に有さない層Ｂとが交互に積層された多層積層体である。例えば
、このような多層積層体の層の総数は、５０～１０００であり得る。図示例では、Ａ層の
ｘ軸方向の屈折率ｎｘがｙ軸方向の屈折率ｎｙより大きく、Ｂ層のｘ軸方向の屈折率ｎｘ
とｙ軸方向の屈折率ｎｙとは実質的に同一である。したがって、Ａ層とＢ層との屈折率差
は、ｘ軸方向において大きく、ｙ軸方向においては実質的にゼロである。その結果、ｘ軸
方向が反射軸となり、ｙ軸方向が透過軸となる。Ａ層とＢ層とのｘ軸方向における屈折率
差は、好ましくは０．２～０．３である。なお、ｘ軸方向は、後述する製造方法における
反射型偏光子の延伸方向に対応する。
【００２９】
　上記Ａ層は、好ましくは、延伸により複屈折性を発現する材料で構成される。このよう
な材料の代表例としては、ナフタレンジカルボン酸ポリエステル（例えば、ポリエチレン
ナフタレート）、ポリカーボネートおよびアクリル系樹脂（例えば、ポリメチルメタクリ
レート）が挙げられる。ポリエチレンナフタレートが好ましい。上記Ｂ層は、好ましくは
、延伸しても複屈折性を実質的に発現しない材料で構成される。このような材料の代表例
としては、ナフタレンジカルボン酸とテレフタル酸とのコポリエステルが挙げられる。
【００３０】
　反射型偏光子は、Ａ層とＢ層との界面において、第１の偏光方向を有する光（例えば、
ｐ波）を透過し、第１の偏光方向とは直交する第２の偏光方向を有する光（例えば、ｓ波
）を反射する。反射した光は、Ａ層とＢ層との界面において、一部が第１の偏光方向を有
する光として透過し、一部が第２の偏光方向を有する光として反射する。反射型偏光子の
内部において、このような反射および透過が多数繰り返されることにより、光の利用効率
を高めることができる。
【００３１】
　１つの実施形態においては、反射型偏光子は、図４に示すように、視認側と反対側の最
外層として反射層Ｒを含んでいてもよい。反射層Ｒを設けることにより、最終的に利用さ
れずに反射型偏光子の最外部に戻ってきた光をさらに利用することができるので、光の利
用効率をさらに高めることができる。反射層Ｒは、代表的には、ポリエステル樹脂層の多
層構造により反射機能を発現する。
【００３２】
　反射型偏光子の全体厚みは、目的、反射型偏光子に含まれる層の合計数等に応じて適切
に設定され得る。反射型偏光子の全体厚みは、好ましくは１０μｍ～１５０μｍである。
【００３３】
　１つの実施形態においては、液晶表示装置１００において、反射型偏光子７０は、背面
側偏光板１３の透過軸に平行な偏光方向の光を透過するようにして配置される。すなわち
、反射型偏光子７０は、その透過軸が背面側偏光板１３の透過軸方向と略平行方向となる
ようにして配置される。このような構成とすることにより、背面側偏光板１３に吸収され
てしまう光を再利用することができ、利用効率をさらに高めることができ、また、輝度も
向上できる。
【００３４】
　反射型偏光子は、代表的には、共押出と横延伸とを組み合わせて作製され得る。共押出
は、任意の適切な方式で行われ得る。例えば、フィードブロック方式であってもよく、マ
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ルチマニホールド方式であってもよい。例えば、フィードブロック中でＡ層を構成する材
料とＢ層を構成する材料とを押出し、次いで、マルチプライヤーを用いて多層化する。な
お、このような多層化装置は当業者に公知である。次いで、得られた長尺状の多層積層体
を代表的には搬送方向に直交する方向（ＴＤ）に延伸する。Ａ層を構成する材料（例えば
、ポリエチレンナフタレート）は、当該横延伸により延伸方向においてのみ屈折率が増大
し、結果として複屈折性を発現する。Ｂ層を構成する材料（例えば、ナフタレンジカルボ
ン酸とテレフタル酸とのコポリエステル）は、当該横延伸によってもいずれの方向にも屈
折率は増大しない。結果として、延伸方向（ＴＤ）に反射軸を有し、搬送方向（ＭＤ）に
透過軸を有する反射型偏光子が得られ得る（ＴＤが図４のｘ軸方向に対応し、ＭＤがｙ軸
方向に対応する）。なお、延伸操作は、任意の適切な装置を用いて行われ得る。
【００３５】
　反射型偏光子としては、例えば、特表平９－５０７３０８号公報に記載のものが使用さ
れ得る。
【００３６】
Ｅ．プリズムシート
　図５は、本発明の１つの実施形態による液晶表示装置に用いられるプリズムシートを説
明する概略斜視図である。プリズムシート２０は、代表的には、基材部２１とプリズム部
２２とを有する。なお、基材部２１は、隣接する部材に応じて省略してもよい。
【００３７】
　プリズムシート２０は、任意の適切な接着層（例えば、接着剤層、粘着剤層：図示せず
）を介して隣接する部材に貼り合わせられ得る。
【００３８】
Ｅ－１．プリズム部
　１つの実施形態においては、プリズムシート２０（実質的には、プリズム部２２）は、
図１および図５に示すように、視認側とは反対側（背面側）に凸となる複数の単位プリズ
ム２３が並列されて構成されている。プリズムシート２０の凸部を背面側に向けて配置す
ることにより、プリズムシート２０を透過する光が集光されやすくなる。また、プリズム
シート２０の凸部を背面側に向けて配置すれば、凸部を視認側に向けて配置する場合と比
較して、プリズムシートに入射せずに反射する光が少なく、輝度の高い液晶表示装置を得
ることができる。
【００３９】
　好ましくは、単位プリズム２３は柱状である。柱状の単位プリズムから構成されるプリ
ズムシートは、単位プリズムの配列方向Ｘ、すなわち、単位プリズムの長手方向（稜線方
向）と実質的に直交する方向において、透過光を集光する。単位プリズム２３の断面形状
は、本発明の効果が得られる限りにおいて任意の適切な形状が採用され得る。単位プリズ
ム２３は、その配列方向に平行かつ厚み方向に平行な断面において、その断面形状が、三
角形状（すなわち、単位プリズムが三角柱状）であってもよく、その他の形状（例えば、
三角形の一方または両方の斜面が傾斜角の異なる複数の平坦面を有する形状）であっても
よい。三角形状としては、単位プリズムの頂点を通りシート面に直交する直線に対して非
対称である形状（例えば、不等辺三角形）であってもよく、当該直線に対して対称である
形状（例えば、二等辺三角形）であってもよい。さらに、単位プリズムの頂点は、面取り
された曲面状となっていてもよく、先端が平坦面となるようにカットされて断面台形状と
なっていてもよい。単位プリズムの詳細な形状は、目的に応じて適切に設定され得る。例
えば、単位プリズムとして、特開平１１－８４１１１号公報に記載の構成が採用され得る
。本明細書において、「実質的に直交」および「略直交」という表現は、２つの方向のな
す角度が９０°±１０°である場合を包含し、好ましくは９０°±７°であり、さらに好
ましくは９０°±５°である。「実質的に平行」および「略平行」という表現は、２つの
方向のなす角度が０°±１０°である場合を包含し、好ましくは０°±７°であり、さら
に好ましくは０°±５°である。さらに、本明細書において単に「直交」または「平行」
というときは、実質的に直交または実質的に平行な状態を含み得るものとする。
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【００４０】
　好ましくは、単位プリズム２３の長手方向（稜線方向）は、背面側偏光板１３の透過軸
と略直交方向に向いている。なお、プリズムシート２０は、単位プリズム２３の稜線方向
と背面側偏光板１３の透過軸とが所定の角度を形成するようにして配置（いわゆる斜め配
置）してもよい。斜め配置の範囲としては、好ましくは２０°以下であり、より好ましく
は１５°以下である。
【００４１】
Ｅ－２．基材部
　プリズムシート２０に基材部２１を設ける場合には、単一の材料を押出し成型等するこ
とにより基材部２１とプリズム部２２とを一体的に形成してもよく、基材部用フィルム上
にプリズム部を賦形してもよい。基材部の厚みは、好ましくは２５μｍ～１５０μｍであ
る。
【００４２】
　基材部２１を構成する材料としては、目的およびプリズムシートの構成に応じて任意の
適切な材料を採用することができる。基材部用フィルム上にプリズム部を賦形する場合に
は、基材部用フィルムの具体例としては、三酢酸セルロース（ＴＡＣ）、ポリメタクリル
酸メチル（ＰＭＭＡ）等の（メタ）アクリル系樹脂、ポリカーボネート（ＰＣ）樹脂によ
り形成されたフィルムが挙げられる。当該フィルムは好ましくは未延伸フィルムである。
【００４３】
　単一材料で基材部２１とプリズム部２２とを一体形成する場合、当該材料として、基材
部用フィルム上にプリズム部を賦形する場合のプリズム部形成用材料と同様の材料を用い
ることができる。プリズム部形成用材料としては、例えば、エポキシアクリレート系やウ
レタンアクリレート系の反応性樹脂（例えば、電離放射線硬化性樹脂）が挙げられる。一
体構成のプリズムシートを形成する場合には、ＰＣ、ＰＥＴ等のポリエステル樹脂、ＰＭ
ＭＡ、ＭＳ等のアクリル系樹脂、環状ポリオレフィン等の光透過性の熱可塑性樹脂を用い
ることができる。
【００４４】
　基材部２１は、好ましくは、実質的に光学的に等方性を有する。本明細書において「実
質的に光学的に等方性を有する」とは、位相差値が液晶表示装置の光学特性に実質的に影
響を与えない程度に小さいことをいう。例えば、基材部の面内位相差Ｒｅは、好ましくは
２０ｎｍ以下であり、より好ましくは１０ｎｍ以下である。なお、面内位相差Ｒｅは、２
３℃における波長５９０ｎｍの光で測定した面内の位相差値である。面内位相差Ｒｅは、
Ｒｅ＝（ｎｘ－ｎｙ）×ｄで表される。ここで、ｎｘは光学部材の面内において屈折率が
最大になる方向（すなわち、遅相軸方向）の屈折率であり、ｎｙは当該面内で遅相軸に垂
直な方向（すなわち、進相軸方向）の屈折率であり、ｄは光学部材の厚み（ｎｍ）である
。
【００４５】
　さらに、基材部２１の光弾性係数は、好ましくは－１０×１０－１２ｍ２／Ｎ～１０×
１０－１２ｍ２／Ｎであり、より好ましくは－５×１０－１２ｍ２／Ｎ～５×１０－１２

ｍ２／Ｎであり、さらに好ましくは－３×１０－１２ｍ２／Ｎ～３×１０－１２ｍ２／Ｎ
である。
【００４６】
Ｆ．導光板
　導光板としては、任意の適切な導光板が用いられ得る。例えば、横方向からの光を厚さ
方向に偏向可能となるよう、背面側にレンズパターンが形成された導光板、背面側および
／または視認側にプリズム形状等が形成された導光板が用いられる。好ましくは、背面側
および視認側にプリズム形状が形成された導光板が用いられる。該導光板において、背面
側に形成されたプリズム形状と、視認側に形成されたプリズム形状とは、その稜線方向が
直交することが好ましい。このような導光板を用いれば、上記プリズムシートに対して、
より集光されやすい光を入射させることができ、本発明の効果が顕著となる。
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【００４７】
Ｇ．可視光吸収体
　上記のとおり、液晶表示装置１００には可視光吸収体４０を配置してもよい。可視光吸
収体４０は、代表的には導光板３０の背面側に配置され得る。可視光吸収体４０は、導光
板から背面側に出射された可視光を吸収する。なお、本明細書において、可視光とは、波
長が３８０ｎｍ～７５０ｎｍの光をいう。
【００４８】
　上記可視光吸収体の視感反射率は、３０％以下であり、好ましくは２０％以下であり、
より好ましくは１％～１０％である。このような範囲であれば、視野角が適度に狭まり、
例えば、覗き見防止機能を有する液晶表示装置として、好ましい視野角特性を有する液晶
表示装置を得ることができる。可視光吸収体の視感反射率は、所望とする視野角および輝
度に応じて調整され得る。具体的には、視感反射率を低くすれば視野角が狭まり、視感反
射率を高くすれば輝度が高まる。なお、本明細書において、視感反射率とは、ＸＹＺ表色
系のＹ値の反射率であり、ＪＩＳ　Ｚ　８７２２に準じて測定される反射率である。
【００４９】
　上記可視光吸収体を構成する材料としては、上記の視感反射率を有する限り、任意の適
切な材料が用いられ得る。可視光吸収体を構成する材料の具体例としては、黒色に着色さ
れた紙、黒色に着色された樹脂フィルム、黒色に着色された金属フィルム等が挙げられる
。黒色に着色された樹脂フィルムは、例えば、アクリル系樹脂、アセタール系樹脂、クロ
ロプレンゴム等のベースポリマーと、顔料、染料、カーボンブラック等の着色体とを含む
。また、黒色に着色された樹脂フィルムのさらに別の具体例としては、反射性または透過
性の樹脂フィルム上に黒色塗料を塗布して形成された樹脂フィルム；反射性または透過性
の樹脂フィルム上に無機物を付着して形成された樹脂フィルム等が挙げられる。黒色に着
色された金属フィルムとしては、反射性の金属フィルム上に黒色塗料を塗布して形成され
た金属フィルム；反射性の金属フィルム上に無機物を付着して形成された金属フィルム；
黒アルマイト加工されたアルミニウムフィルム等の任意の適切な表面処理が施された金属
フィルム等が挙げられる。
【００５０】
　上記可視光吸収体の厚みは、好ましくは０．０１ｍｍ～２０ｍｍであり、より好ましく
は０．０１ｍｍ～１０ｍｍであり、特に好ましくは０．０２ｍｍ～５ｍｍであり、最も好
ましくは０．０２ｍｍ～１ｍｍである。
【００５１】
Ｈ．バックライトユニット
　１つの実施形態においては、導光板および可視光吸収体は、バックライトユニットを構
成する部材であり得る。実用的には、バックライトユニットは、光源をさらに含み得る。
１つの実施形態においては、バックライトユニットは、プリズムシートを含んでいてもよ
い。
【００５２】
　上記光源は、導光板の側面に対応する位置に配置される。光源としては、例えば、複数
のＬＥＤが配列して構成されるＬＥＤ光源が用いられ得る。
【００５３】
　上記バックライトユニットは、さらに別の部材を含み得る。例えば、上記バックライト
ユニットは、必要に応じて、任意の適切な拡散板をさらに備え得る。
【００５４】
Ｉ．その他
　液晶表示装置１００においては、背面側偏光板１３、視野角制御手段６０、存在する場
合には反射型偏光子７０、およびプリズムシート２０は、液晶セル１２に順次積層されて
もよく、これらを一体化した部材を液晶セル１２に貼り合わせてもよい。すなわち、偏光
板と視野角制御手段と必要に応じて反射型偏光子とプリズムシートとが一体化された光学
部材を背面型偏光板として液晶セル１２に貼り合わせてもよい。このような光学部材は、
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部材において、視野角制御手段６０と反射型偏光子７０はその配置順序が逆でもよい。こ
のような光学部材は、例えば、偏光板とプリズムシートとの間の任意の適切な位置に低屈
折率層を含んでいてもよい。
【実施例】
【００５５】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例には限定さ
れない。実施例における試験および評価方法は以下のとおりである。また、特に明記しな
い限り、実施例における「部」および「％」は重量基準である。
【００５６】
（１）視感反射率
　実施例で用いた可視光吸収体の視感反射率は、日立テクノロジーズ社製分光光度計「Ｕ
－４１００」を用いて、ＪＩＳ　Ｚ　８７２２に準じた方法で測定した。
（２）輝度
　実施例および比較例で得られた液晶表示装置に白画面を表示し、輝度計（ＡＵＴＲＯＮ
ＩＣ－ＭＥＬＣＨＥＲＳ社製、商品名「Ｃｏｎｏｓｃｏｐｅ」）を用いて正面方向の輝度
を測定した。さらに、全方位、極角０°～８０°の輝度も測定した。
（３）半値角
　上記（２）にしたがって測定した輝度について、上下方向（方位角９０°－２７０°方
向）および左右方向（方位角０°－１８０°方向）における輝度の極角依存性を調べ、最
大輝度に対して半分の輝度となる極角の角度の両側の和を半値角とした。
【００５７】
［実施例１］
　視認側から順に、液晶パネル（ソニー社製の商品名ＶＡＩＯ　Ｓシリーズに搭載の液晶
パネル、構成：視認側偏光板／ＴＮモードの液晶セル／背面側偏光板）と、視野角制御手
段と、プリズムシートと、バックライトユニットとを備える液晶表示装置を準備した。
　上記視野角制御手段としては、日本板硝子ウムプロダクツ株式会社製「ウムフィルム 
ＦＵＭ１ＣＲＬ」を用いた。
　上記プリズムシートとしては、基材部と、三角柱状の単位プリズムが複数配列されたプ
リズム部とから構成されているプリズムシートを用いた。該プリズムシートは、凸部が背
面側に向くように配置した。
　上記バックライトユニットとしては、導光板と、導光板の側面に対応する位置に配置さ
れたＬＥＤ光源と、導光板の背面側に配置された可視光吸収体（大王製紙社製、色画用紙
、商品名「Ｃ－８５５」、視感反射率：７％）とを備えるバックライトユニットを用いた
。
　得られた液晶表示装置について、視野角制御手段をＯＮにした場合とＯＦＦにした場合
の輝度および半値角を上記（２）～（３）の手順に従って測定した。結果を表１に示す。
さらに、上下方向および左右方向における輝度の視野角依存性（規格化されたもの）を示
すグラフを図６に示す。また、得られた液晶表示装置の画質を目視で確認したところ、ザ
ラツキ、モアレおよびボヤケのない優れたものであった。
【００５８】
［参考例１］
　視野角制御手段を配置しなかったこと以外は実施例１と同様にして液晶表示装置を作製
した。得られた液晶表示装置を実施例１と同様の評価に供した。結果を表１に示す。さら
に、上下方向および左右方向における輝度の視野角依存性（規格化されたもの）を示すグ
ラフを図６に示す。また、得られた液晶表示装置の画質を目視で確認したところ、ザラツ
キ、モアレおよびボヤケのない優れたものであった。
【００５９】



(12) JP 2016-109994 A 2016.6.20

10

20

【表１】

【００６０】
　表１および図６ならびに上記の結果から明らかなように、本発明の実施例によれば、広
視野角と狭視野角との切り替え性能に優れ、かつ、優れた画質を有する液晶表示装置を実
際に得ることができた。より詳細には、本発明の実施例の液晶表示装置は、視野角制御手
段をＯＮとすることにより狭視野角化が実現され、視野角制御手段がＯＦＦの場合に比べ
て正面方向の輝度が格段に向上し、かつ、半値角（特に左右方向の半値角）が大幅に減少
する。視野角制御手段がＯＮの場合（狭視野角設定時）の特性は、非常に優れた狭視野角
特性を有する参考例１の液晶表示装置と同等である。
【符号の説明】
【００６１】
　１０　　液晶パネル
　２０　　プリズムシート
　３０　　導光板
　４０　　可視光吸収体
　６０　　視野角制御手段
１００　　液晶表示装置
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